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蔡英文政権の登場と中台関係の展望

●
は
じ
め
に

　

台
湾
で
は
二
〇
一
六
年
一
月
一
六
日

に
、総
統
（
大
統
領
）
と
立
法
委
員
（
国

会
議
員
）
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
即
日

開
票
の
結
果
、
野
党
民
進
党
の
蔡
英
文

主
席
が
五
六
％
の
得
票
率
で
総
統
に
当

選
し
、
ま
た
民
進
党
が
立
法
院
の
半
数

（
五
七
議
席
）
を
大
き
く
上
回
る
六
八

議
席
を
獲
得
し
た
。
五
月
二
〇
日
の
政

権
交
代
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中

国
と
の
関
係
が
変
化
す
る
可
能
性
で
あ

る
。
本
稿
で
は
蔡
英
文
新
総
統
の
民
進

党
に
お
け
る
立
場
や
国
民
党
の
混
乱
を

踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
対
中
国
政
策
を
分

析
し
、
今
後
の
中
台
関
係
の
展
望
を
示

し
た
い
。

●
蔡
英
文
新
総
統
と
民
進
党
│

「
二
国
論
」
と
「
独
立
論
」

　

蔡
英
文
新
総
統
は
生
粋
の
民
進
党
員

で
は
な
い
。
か
つ
て
は
国
民
党
の
李
登

輝
政
権
に
お
い
て
国
家
安
全
会
議
諮
詢

委
員
と
し
て
「
中
国
と
台
湾
は
特
殊
な

国
と
国
の
関
係
」
と
し
た
「
二
国
論
」

を
立
案
し
た
。
そ
の
後
発
足
し
た
陳
水

扁
政
権
の
第
一
期
で
は
李
登
輝
前
総
統

か
ら
送
り
込
ま
れ
る
形
で
、
中
国
と
の

関
係
を
管
掌
す
る
大
陸
委
員
会
の
主
任

委
員
を
務
め
た
。
し
か
し
、
第
二
期
で

は
民
進
党
の
比
例
区
選
出
立
法
委
員
、

行
政
院
副
院
長
（
副
首
相
）
を
、
民
進

党
の
野
党
転
落
後
は
二
〇
一
二
年
か
ら

一
四
年
の
二
年
間
を
除
き
、
そ
の
主
席

（
党
首
）
を
務
め
た
。

　

生
粋
の
党
員
、
特
に
独
立
派
に
は
彼

女
に
民
進
党
を
乗
っ
取
ら
れ
た
と
感
じ

た
者
も
い
た
。
蔡
英
文
新
総
統
は
「
独

立
派
」
と
同
じ
く
、
台
湾
の
主
体
性
を

重
視
す
る
「
本
土
派
」
で
あ
る
。
し
か

し
、
よ
り
細
か
く
み
る
と
蔡
英
文
新
総

統
の
立
場
は「
台
湾
独
立
派
」よ
り「
二

つ
の
中
国
」
論
に
近
い
（
後
掲
表
２
）。

　

し
か
し
、
民
進
党
が
党
勢
を
回
復
す

る
に
は
、
汚
職
や
不
正
が
頻
発
し
た
陳

水
扁
政
権
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
ま
た
李
登
輝
総
統
に
よ

る
民
主
化
・
台
湾
化
が
進
み
、
外
来
の

統
治
機
構
で
あ
っ
た
「
中
華
民
国
」
体

制
に
対
す
る
本
省
人
の
違
和
感
や
反
感

も
和
ら
い
だ
。
そ
の
た
め
、
独
立
派
よ

り
後
の
世
代
が
多
い
党
内
最
大
派
閥

「
新
潮
流
」
は
敢
え
て
外
様
の
穏
健
本

土
派
で
あ
る
蔡
英
文
主
席
を
支
持
し
た
。

　

特
に
陳
菊
（
女
性
）
高
雄
市
長
は
蔡

英
文
の
党
内
掌
握
に
大
き
く
貢
献
し
た
。

陳
菊
市
長
は
民
主
化
運
動
に
も
参
加
し

た
古
参
党
員
で
あ
る
が
、「
新
潮
流
」

を
率
い
た
邱
義
仁
と
呉
乃
仁
を
政
治
活

動
に
引
き
入
れ
た
こ
と
か
ら
、
世
代
を

超
え
て
隠
然
た
る
影
響
力
を
維
持
し
て

い
る
。
む
し
ろ
、
陳
菊
市
長
は
野
党
転

落
後
、
一
貫
し
て
直
轄
市
長
と
い
う
閣

僚
に
準
じ
る
地
位
に
と
ど
ま
り
、
党
内

最
高
位
の
公
職
者
と
し
て
権
威
を
さ
ら

に
高
め
た
。

　

二
〇
一
六
年
の
選
挙
終
了
後
、
民
進

党
で
は
同
党
初
の
立
法
院
長
を
め
ぐ
り
、

当
初
は
党
団
総
招
集
人
（
議
員
団
長
）

を
長
年
務
め
た
柯
建
銘
が
優
勢
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
蔡
英
文
新
総
統
は
民
進

党
主
席
時
代
の
党
秘
書
長
、
二
〇
一
二

年
総
統
選
挙
で
の
副
総
統
候
補
な
ど
自

ら
の
補
佐
役
で
、
久
々
に
立
法
委
員
に

復
帰
し
た
蘇
嘉
全
を
推
し
た
。
そ
こ
で

陳
菊
市
長
は
「
新
潮
流
」
を
蘇
嘉
全
支

持
に
ま
と
め
、
柯
建
銘
を
党
団
総
招
集

人
の
残
留
に
押
し
や
り
、
蔡
英
文
新
総

統
に
よ
る
立
法
院
の
掌
握
を
実
現
さ
せ

た
。

●
二
つ
の
総
統
選
挙
の
異
な
る
結

果
│
経
済
格
差
と
独
裁
の
記
憶

　

今
回
当
選
し
た
蔡
英
文
新
総
統
も
、

二
〇
一
二
年
の
総
統
選
挙
で
は
馬
英
九

総
統
に
敗
れ
た
。
馬
英
九
総
統
は
第
一

期
目
で
一
定
の
反
発
を
受
け
た
。
特
に

二
〇
一
一
年
一
〇
月
の
中
国
と
の
平
和

協
定
へ
の
言
及
は
国
民
党
支
持
者
か
ら

も
大
き
な
反
発
が
出
た
。
し
か
し
、
投

票
直
前
に
財
界
人
ら
が
中
国
と
の
関
係

維
持
に
中
国
と
国
民
党
の「
九
二
共
識
」

（
一
九
九
二
年
コ
ン
セ
ン
サ
ス
）
が
必

要
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
馬
英
九
総
統

の
再
選
を
実
現
し
た
。

　

今
回
は
二
〇
一
二
年
と
状
況
が
大
き

く
違
い
、
国
民
党
や
馬
英
九
政
権
が
財

界
と
癒
着
し
、
台
湾
と
い
う
国
や
一
般

市
民
を
犠
牲
に
し
て
い
る
と
の
見
方
が

広
が
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
⑴
就
労
者

所
得
の
低
迷
や
不
動
産
バ
ブ
ル
な
ど
に

よ
る
経
済
格
差
の
深
刻
化
、
⑵
中
国
と

の
「
両
岸
サ
ー
ビ
ス
貿
易
協
定
」
が
中

国
企
業
の
進
出
を
促
し
、
中
国
人
駐
在

員
や
労
働
者
に
台
湾
人
の
雇
用
や
ポ
ス

ト
を
奪
わ
れ
る
、
⑶
放
送
や
出
版
、
通

信
へ
の
中
国
資
本
の
浸
透
は
自
由
な
言

ト
レ
ン
ド
・
リ
ポ
ー
ト

蔡
英
文
政
権
の
登
場
と
中
台
関
係
の
展
望

竹
内 

孝
之
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論
空
間
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
国
家
機
密

を
害
す
る
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
。

　

⑶
に
は
二
〇
一
三
年
の「
九
月
政
争
」

の
影
響
も
あ
る
。
王
金
平
立
法
院
長
は

民
進
党
の
柯
建
銘
党
団
総
招
集
人
に
対

す
る
刑
事
訴
訟
の
放
棄
を
曽
勇
夫
法
務

部
長
に
求
め
た
際
の
通
話
を
検
察
当
局

に
盗
聴
さ
れ
た
。
馬
英
九
総
統
は
「
両

岸
サ
ー
ビ
ス
協
定
」
の
承
認
に
協
力
し

な
い
王
金
平
院
長
を
失
脚
さ
せ
る
た
め
、

盗
聴
記
録
を
暴
露
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
暴
露
自
体
が
秘
密
漏
洩
で
あ
り
、
他

に
も
違
法
な
盗
聴
行
為
が
横
行
し
て
い

る
実
態
も
発
覚
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
多
く
の
場
面
で
馬
英
九

政
権
は
世
論
に
独
裁
時
代
の
記
憶
を
呼

び
覚
ま
し
た
。
二
〇
一
四
年
三
月
に
与

党
国
民
党
側
は
委
員
会
審
議
で
「
両
岸

サ
ー
ビ
ス
貿
易
協
定
」
承
認
の
強
行
採

決
を
図
っ
た
が
、
失
敗
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
国
民
党
立
法
院
党
団
は
「
委
員
会

通
過
」
を
主
張
し
、
行
政
院
や
馬
英
九

総
統
も
同
調
し
た
。
こ
れ
に
抗
議
し
た

「
ひ
ま
わ
り
学
生
運
動
」
の
間
、
王
金

平
立
法
院
長
の
判
断
で
学
生
に
よ
る
占

拠
が
黙
認
さ
れ
た
立
法
院
と
違
い
、
行

政
院
で
は
警
官
隊
に
よ
る
鎮
圧
で
多
数

の
負
傷
者
を
出
し
、
周
辺
道
路
で
の
座

り
込
み
に
も
警
察
車
輌
が
放
水
を
行
う

な
ど
、
か
つ
て
の
民
主
化
要
求
デ
モ
へ

の
弾
圧
と
重
な
る
光
景
が
展
開
さ
れ
た
。

メ
デ
ィ
ア
の
報
道
も
学
生
の
代
表
を
総

統
府
に
招
き
、
民
主
化
を
約
束
し
た
李

登
輝
元
総
統
と
、
中
国
と
の
協
定
の
撤

回
を
拒
む
馬
英
九
総
統
を
な
ら
べ
、
両

者
の
違
い
を
際
立
た
せ
た
。

　

そ
し
て
、
地
主
を
自
殺
に
追
い
込
ん

だ
苗
栗
県
の
強
制
収
容
（
後
に
裁
判
所

が
不
当
と
判
断
）
や
徴
兵
の
虐
待
死
、

独
裁
時
代
に
家
族
を
惨
殺
さ
れ
た
林
義

雄
・
元
民
進
党
主
席
に
よ
る
第
四
原
発

反
対
運
動
時
の
ハ
ン
ス
ト
も
馬
英
九
政

権
へ
の
反
感
を
醸
成
し
た
。

●
国
民
党
内
の
「
省
籍
矛
盾
」
と

「
新
党
化
」
の
恐
れ

　

国
民
党
は
そ
の
後
、
二
〇
一
四
年
一

二
月
の
統
一
地
方
選
で
惨
敗
し
、
二
〇

一
六
年
一
月
の
総
統
選
挙
の
勝
算
は
当

初
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
立
法
委

員
選
挙
は
国
民
党
支
持
者
の
多
い
離
島

（
金
門
県
、
連
江
県[
馬
祖
諸
島]

の
二

議
席
）
や
「
原
住
民
族
」（
先
住
民
）

枠
（
六
議
席
）
に
議
席
が
重
点
配
分
さ

れ
て
お
り
、
民
進
党
の
過
半
数
議
席
獲

得
は
五
分
五
分
で
あ
っ
た
。
王
金
平
立

法
院
長
は
立
法
委
員
選
挙
の
応
援
役
を

果
た
す
た
め
、
総
統
選
挙
へ
の
出
馬
を

検
討
し
、
朱
立
倫
国
民
党
主
席
も
こ
れ

を
後
押
し
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
馬
英
九

総
統
は
「
王
金
平
院
長
が
公
認
を
得
れ

ば
、
外
省
人
が
離
反
す
る
」
と
け
ん
制

し
た
。
そ
の
結
果
、
洪
秀
柱
立
法
院
副

院
長
（
女
性
、
外
省
人
）
が
唯
一
正
式

に
立
候
補
し
た
。

　

彼
女
は
党
内
最
保
守
派
で
、
世
論
多

数
派
へ
の
挑
戦
を
厭
わ
な
い
人
物
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
国
民
党
執
行
部
は
彼

女
を
排
除
す
る
た
め
、
党
内
審
査
で
世

論
調
査
で
の
支
持
率
を
三
〇
％
以
上
得

る
こ
と
を
公
認
の
条
件
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
世
論
調
査
で
は
民
進
党
支
持

者
が
敢
え
て
「
洪
秀
柱
を
支
持
す
る
」

と
虚
偽
回
答
を
し
て
、
国
民
党
に
最
も

不
人
気
な
候
補
者
を
押
し
付
け
た
。

　

国
民
党
の
公
認
を
得
た
洪
秀
柱
候
補

は
事
前
の
懸
念
ど
お
り
、「
一
つ
の
中

国
、
同
じ
解
釈
」（
中
国
と
政
治
分
野

の
協
議
を
行
い
、
中
台
関
係
に
つ
い
て

共
通
認
識
を
得
る
こ
と
）
や
、「
統
一

に
言
及
す
る
中
華
民
国
憲
法
を
教
科
書

に
反
映
さ
せ
る
」
な
ど
、
馬
英
九
総
統

よ
り
露
骨
な
統
一
派
の
主
張
を
繰
り
返

し
た
。
そ
の
結
果
、
総
統
候
補
た
る
彼

女
自
身
だ
け
で
な
く
、
立
法
委
員
選
挙

で
の
国
民
党
の
支
持
も
低
迷
し
、
公
認

辞
退
や
親
民
党
へ
の
鞍
替
え
、
新
党
結

成
を
示
唆
す
る
動
き
も
み
ら
れ
た
。

　

そ
の
た
め
、
国
民
党
は
一
〇
月
一
七

日
の
臨
時
全
国
党
代
表
大
会
で
彼
女
へ

の
公
認
を
剥
奪
し
、
朱
立
倫
主
席
を
新

し
い
公
認
総
統
候
補
に
指
名
し
た
。
し

か
し
、
朱
立
倫
候
補
が
指
名
し
た
王
如

玄
副
総
統
候
補
は
、
政
府
が
格
安
で
分

譲
し
た
高
級
将
校
向
け
マ
ン
シ
ョ
ン

「
軍
宅
」
の
転
売
と
い
う
副
業
を
暴
露

さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
国
民

党
の
支
持
基
盤
で
あ
る
退
役
軍
人
（
大

半
が
外
省
人
）
の
反
発
を
招
い
た
。
総

統
選
挙
で
は
宋
楚
瑜
親
民
党
主
席
に
票

を
奪
わ
れ
、
立
法
委
員
選
挙
で
も
有
力

な
現
職
の
落
選
が
相
次
い
だ
。

　

国
民
党
の
悪
夢
は
未
だ
終
わ
っ
て
い

な
い
。
選
挙
後
、
朱
立
倫
主
席
は
引
責

辞
任
し
、
そ
の
補
欠
選
挙
が
三
月
二
六

日
に
行
わ
れ
、
任
期
満
了
で
立
法
委
員

を
退
い
た
洪
秀
柱
・
元
総
統
候
補
が
当

選
し
た
。
黄
敏
恵
副
主
席
（
本
省
人
、

女
性
）
も
立
候
補
し
た
が
、
落
選
し
た
。

こ
の
補
欠
選
挙
は
国
民
党
員
の
直
接
投

票
で
行
わ
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
、

本
省
人
の
離
党
が
続
き
、
国
民
党
員
の

半
分
以
上
が
外
省
人
と
な
っ
た
。
外
省

人
の
離
党
が
少
な
い
の
は
高
い
忠
誠
心

の
ほ
か
、
七
五
歳
以
上
の
退
役
軍
人
へ

の
党
費
免
除
が
あ
る
。
彼
ら
は
洪
秀
柱

を
熱
狂
的
に
支
持
し
た
。
し
か
し
、
洪

秀
柱
主
席
で
は
選
挙
を
戦
え
な
い
。

　

ま
た
、
立
法
院
の
過
半
数
を
握
っ
た

民
進
党
、
蔡
英
文
新
政
権
は
国
民
党
の

不
当
な
資
産
を
国
庫
へ
回
収
す
る
法
律

を
制
定
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
豊
富
な

資
金
力
を
削
が
れ
れ
ば
、
国
民
党
の
先

細
り
は
加
速
す
る
だ
ろ
う
。
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蔡英文政権の登場と中台関係の展望

　

こ
れ
は
民
主
化
と
台
湾
化
を
進
め
た

李
登
輝
総
統
に
反
発
し
、
国
民
党
か
ら

離
党
し
た
グ
ル
ー
プ
が
結
成
し
た
統
一

派
政
党
「
新
党
」
の
辿
っ
た
道
で
あ
る
。

離
党
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
洪
秀
柱
も

「
新
党
」
の
前
身
で
あ
る
「
新
国
民
党

連
線
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
新
党

は
当
初
二
〇
人
以
上
の
立
法
委
員
を
抱

え
た
が
、
有
力
政
治
家
が
二
〇
〇
〇
年

に
結
成
さ
れ
た
親
民
党
へ
移
籍
し
、
単

独
で
国
政
選
挙
を
戦
う
力
を
失
っ
た
。

親
民
党
も
馬
英
九
主
席
の
国
民
党
に
有

力
政
治
家
を
奪
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に

外
省
人
や
統
一
派
に
だ
け
支
持
基
盤
を

置
く
政
党
が
衰
退
す
る
こ
と
を
「
新
党

化
」
と
呼
ぶ
。
今
後
、
外
省
人
に
と
っ

て
本
家
本
元
で
あ
る
国
民
党
も
洪
秀
柱

主
席
の
も
と
で
「
新
党
化
」
の
危
機
に

直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

●
蔡
英
文
時
代
の
中
台
関
係

　

蔡
英
文
新
総
統
は
対
中
国
政
策
に
関

し
て
⑴
「
九
二
共
識
」
の
内
容
は
曖
昧

で
あ
り
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
⑵
現

状
を
維
持
す
る
、
の
二
点
を
口
頭
で
述

べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
明
文
化
し
た
公
約

を
示
さ
ず
、「『
九
二
共
識
』
を
認
め
な

い
と
、
中
台
関
係
は
維
持
で
き
な
い
」

と
い
う
国
民
党
の
批
判
も
無
視
し
た
。

馬
英
九
総
統
や
洪
秀
柱
は「
平
和
協
定
」

や
「
一
つ
の
中
国
、
同
じ
解
釈
」
を
提

起
し
、
論
戦
を
仕
掛
け
た
が
、
蔡
英
文

新
総
統
は
応
じ
な
か
っ
た
。

　

た
だ
し
、
蔡
英
文
新
総
統
が
「
九
二

共
識
」
を
認
め
な
い
場
合
で
も
、
中
台

関
係
の
完
全
な
断
絶
は
考
え
に
く
い
。

陳
水
扁
政
権
時
代
、
公
式
な
窓
口
機
関

で
あ
る
海
峡
交
流
基
金
会
（
台
湾
側
）

と
海
峡
関
係
協
会
（
中
国
側
）
の
ト
ッ

プ
同
士
の
会
談
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、

必
要
に
応
じ
て
他
の
窓
口
を
通
じ
た
交

渉
が
行
わ
れ
た
（
表
１
）。
特
に
二
〇

〇
二
年
の
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）

代
表
部
同
士
の
交
渉
は
政
府
間
協
議
で

あ
っ
た
。
中
国
側
が
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を

発
動
し
た
た
め
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
セ
ー
フ
ガ

ー
ド
協
定
に
則
り
交
渉
に
応
じ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
こ
の
形
態
で
の
交
渉
は

一
回
し
か
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
当
時
、

大
陸
委
員
会
主
任
委
員
だ
っ
た
蔡
英
文

新
総
統
は
こ
れ
を
中
台
の
交
渉
の
新
し

い
枠
組
み
（「
Ｗ
Ｈ
Ｏ
平
台
［
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
］」）
に
し
よ
う
と
目
論
ん

で
い
た
。

　

ま
た
、
陳
水
扁
政
権
と
違
い
、
蔡
英

文
政
権
に
は
馬
英
九
政
権
が
締
結
し
た

数
多
く
の
「
両
岸
協
議
」（
中
国
と
の

協
定
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も

両
岸
経
済
協
力
枠
組
み
協
定
は
自
由
貿

易
協
定(
Ｆ
Ｔ
Ａ)

の
早
期
実
施
で
あ

る
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
未
完
成
の
ま
ま
放
置
す

れ
ば
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
違
反
す
る
。
蔡

英
文
新
総
統
が
中
国
に
継
続
交
渉
を
要

求
す
る
糸
口
に
な
り
得
る
。

　

中
台
関
係
自
体
も
変
わ
っ
た
。
多
く

の
協
定
は
半
官
半
民
の
窓
口
機
関
が
締

結
し
て
い
る
が
、
二
〇
〇
九
年
の
金
融

三
分
野
の
監
督
協
力
協
定
で
は
中
央
省

庁
が
締
結
主
体
と
な
っ
た
。
ま
た
、
閣

僚
会
談
や
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
の
非

公
式
な
首
脳
会
談
も
実
現
し
、
実
態
は

政
府
間
関
係
に
近
づ
い
て
い
る
。
残
る

問
題
は
こ
う
し
た
実
態
の
定
義
に
あ
る
。

　

従
来
の
「
九
二
共
識
」
で
は
中
国
側

と
台
湾
の
国
民
党
が
争
点
を
棚
上
げ
し
、

共
通
項
で
あ
る
「
一
つ
の
中
国
」「
台

湾
独
立
反
対
」
を
唱
え
た
（
表
２
）。

国
民
党
の
本
音
は
統
一
よ
り
、「
中
華

民
国
」
あ
る
い
は
同
政
府
の
承
認
を
欲

す
る
「
二
つ
の
中
国
」
論
で
あ
る
が
、

そ
う
公
言
す
れ
ば
、
中
国
の
逆
鱗
に
触

れ
る
。
そ
こ
で
馬
英
九
総
統
は
将
来
の

統
一
に
言
及
し
た
う
え
で
、中
台
は「
国

同
士
で
な
く
、
地
区
同
士
の
関
係
」
と

表
明
し
た
。
洪
秀
柱
が
「
中
国
に
中
華

民
国
政
府
の
承
認
を
求
め
る
が
、
国
家

承
認
は
求
め
な
い
」
と
述
べ
た
の
も
同

様
で
あ
る
。

　

蔡
英
文
新
総
統
や
民
進
党
は
、
こ
う

し
た
「
将
来
の
統
一
」
と
「
一
つ
の
中

国
、
二
つ
の
地
区
／
政
府
」
の
組
み
合

わ
せ
に
は
、
台
湾
が
主
権
国
家
の
地
位

を
失
い
、
香
港
と
同
じ
「
一
国
家
二
制

表 1　陳水扁政権時代に行われた中台間の交渉

交渉の時期 交渉の議題 交渉窓口 交渉の形態

2002 年 12 月
中国による台湾製鉄鋼製品への

セーフガード発動
双方の世界貿易機関代表部 政府間協議

2005 年 1月

同 11月

2005 年、2006 年春節（旧正月）

中台チャーター直行航空便
双方の業界団体 政府が交渉を委託

2007 年 8～ 9月
北京オリンピックの聖火リレー

の台湾通過
双方のオリンピック委員会 政府が交渉を委託

　　　（出所）筆者作成。
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表２　中台関係をめぐる台湾の各政党と中国の立場の「幅」
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輝
総
統
の
「
二
国
論
」
発
言
に
対
す
る

当
時
の
台
湾
政
府
の
釈
明
）
か
ら
台
湾

独
立
ま
で
の
間
と
思
わ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、「
九
二
年
共
識
」
は
も

と
も
と
、
国
民
党
が
中
国
側
の
言
動
の

一
部
を
切
り
取
り
、「
一
つ
の
中
国
、

そ
れ
ぞ
れ
が
解
釈
」
と
し
て
誇
大
に
喧

伝
し
、
中
国
が
事
後
承
認
し
た
も
の
で

あ
る
。
民
進
党
は
「
九
二
年
共
識
」
を

「『
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
い
』
と
い
う
コ

ン
セ
ン
サ
ス
」
と
批
判
し
て
き
た
が
、

今
後
「
九
二
共
識
」
の
幅
を
独
立
側
に

広
げ
る
こ
と
や
、「
九
二
共
識
」
を
全

面
的
に
受
け
入
れ
な
く
て
も
中
国
側
が

対
話
に
応
じ
る
余
地
も
ま
っ
た
く
な
い

と
は
い
え
な
い
。

　

新
政
権
と
中
国
の
前
哨
戦
は
既
に
行

わ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
一
二
月
の

台
北
市
長
選
挙
で
無
所
属
・
民
進
党
推

薦
の
柯
文
哲
が
当
選
し
た
後
、
上
海
市

を
含
む
中
国
側
は
国
民
党
の
郝
龍
斌
前

市
長
時
代
に
始
ま
っ
た
台
北
・
上
海
都

市
フ
ォ
ー
ラ
ム（
台
北
上
海
城
市
論
壇
）

を
「『
九
二
共
識
』
の
も
と
で
継
続
し

た
い
」
と
繰
り
返
し
表
明
し
た
。
柯
文

哲
市
長
は
当
初
「
過
去
の
経
緯
を
尊
重

し
、
既
存
の
政
治
基
礎
の
上
で
、『
両

岸
は
家
族
』（
両
岸
一
家
親
）
と
の
精

神
で
、
共
通
の
よ
り
美
し
い
未
来
を
追

求
す
る
」
と
の
「
一
五
新
観
点
」
を
表

明
し
た
。
中
国
側
は
そ
の
後
も
、
よ
り

明
確
な
態
度
表
明
を
柯
文
哲
市
長
に
迫

っ
た
が
、
柯
文
哲
市
長
も
蔡
英
文
政
権

の
対
中
国
政
策
に
影
響
す
る
こ
と
を
懸

念
し
、
安
易
な
譲
歩
を
拒
ん
だ
。
結
局
、

柯
文
哲
市
長
が
改
め
て
「
九
二
共
識
を

理
解
し
、
尊
重
す
る
」
と
表
明
す
る
こ

と
で
、
二
〇
一
五
年
八
月
の
都
市
フ
ォ

ー
ラ
ム
に
お
け
る
双
方
の
市
長
の
出
席

が
実
現
し
た
。

　

柯
文
哲
市
長
が
用
い
た
の
は
、
一
九

七
二
年
の
日
中
国
交
回
復
時
の
共
同
声

明
に
お
け
る
日
本
の
、「
一
つ
の
中
国
」

原
則
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
。「
承
認
」

で
は
な
く
、
自
分
と
異
な
る
相
手
の
立

場
へ
の
「
理
解
と
尊
重
」
に
す
ぎ
な
い
。

蔡
英
文
新
総
統
も
当
選
後
、「
一
九
九

二
年
に
双
方
の
窓
口
機
関
が
見
解
の
相

違
を
乗
り
越
え
、
相
互
理
解
を
進
め
る

と
の
理
念
に
も
と
づ
き
、
対
話
を
行
い
、

若
干
の
共
通
認
識
と
了
解
に
至
っ
た
歴

史
的
事
実
を
理
解
し
、
尊
重
す
る
」
と

柯
文
哲
市
長
の
表
現
を
踏
襲
し
た
。

●
ま
と
め
に
代
え
て

　

本
稿
の
執
筆
（
二
〇
一
六
年
三
月
初

旬
）
時
点
で
、
中
国
側
は
「
一
つ
の
中

国
」
原
則
や
「
九
二
共
識
」
を
認
め
る

よ
う
蔡
英
文
新
総
統
に
要
求
し
、
自
ら

の
譲
歩
を
拒
ん
で
い
る
。
今
後
、
中
国

に
は
対
話
の
断
絶
や
台
湾
と
外
交
関
係

を
持
つ
国
を
調
略
す
る
な
ど
の
対
抗
措

表２　中台関係をめぐる台湾の各政党と中国の立場の「幅」

大枠の概念

一つの中国

二つの中国

一つの中国、一つの台湾

主な主張の例

一国家二制度

一つの中国、二つの地区／政府

一つの中国、二つの国家

「中華民国」としての国連復帰

陳水扁総統の「一国一辺」

「中華民国」の国号変更

政策

統一 中国 新党

独立 台湾独立派

各政党、勢力の立場

現
状
維
持

国
民
党

（
九
二
共
識
）

民
進
党

（
二
国
論
？
）

（注）本表は概念や主張を大まかに整理したものである。国民党と「九二共識」、民進党と「二国論」の幅は
      常に一致するとは限らない。
（出所）筆者作成。

（注）本表は概念や主張を大まかに整理したものである。国民党と「九二共識」、民進党と「二国論」の幅は
      常に一致するとは限らない。

（出所）筆者作成。

置
を
取
る
選
択
肢
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
蔡
英
文
新
政
権
は
与
党
が

立
法
院
の
過
半
数
を
確
保
し
て
い
る
。

一
方
で
、
野
党
に
転
落
し
た
国
民
党
は

「
新
党
化
」
に
陥
り
、
そ
の
混
迷
に
は

ま
だ
底
が
み
え
な
い
。

　

外
交
面
を
み
る
と
、
蔡
英
文
新
総
統

は
中
国
の
影
響
力
が
強
い
東
ア
ジ
ア
地

域
包
括
的
経
済
連
携
（
Ｒ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）
を

避
け
、
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協

定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
加
盟
に
強
い
意
欲
を
示

す
。
南
シ
ナ
海
問
題
で
は
馬
英
九
政
権

よ
り
も
日
米
と
の
連
携
を
重
視
し
、
中

国
に
厳
し
い
姿
勢
を
示
す
だ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
要
素
を
考
慮
す
れ
ば
、
中
国
の

強
気
に
は
限
界
が
あ
る
。

　

確
か
に
中
国
の
経
済
力
、
軍
事
力
は

陳
水
扁
政
権
時
代
よ
り
、
飛
躍
的
に
拡

大
し
た
。
し
か
し
、
中
国
が
こ
れ
ら
の

ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
を
振
り
か
ざ
せ
ば
、
台

湾
の
世
論
は
反
発
を
強
め
る
。
む
し
ろ
、

二
〇
一
五
年
一
一
月
の
首
脳
会
談
の
よ

う
に
中
身
が
な
く
て
も
、
ソ
フ
ト
な
雰

囲
気
を
醸
し
出
す
イ
ベ
ン
ト
を
民
進
党

政
権
と
も
継
続
す
る
し
か
、
台
湾
の
世

論
を
取
り
込
む
方
法
は
な
い
。

（
た
け
う
ち　

た
か
ゆ
き
／
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所　

東
ア
ジ
ア
研
究
グ
ル
ー

プ
）

度
」
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
と
批
判
す

る
。
民
進
党
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
幅
は
、

「
一
つ
の
中
国
、
二
つ
の
国
家
」（
李
登
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